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ミクロネシア連邦との架け橋になる会  

設立趣意書      

 

設立総会：2008 年 9 月 1 日 

 

 

拝啓、初秋の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。皆様におかれましては、公私共

にご活躍のことと存じます。  

この度私共は、赤道以北・日本の真南の太平洋に位置します＜ミクロネシア連邦国＞との友好親善

に微力ながら貢献したく「任意団体 ミクロネシア連邦との架け橋になる会」（以下、当会）を設立する

こととなりました。   

つきましては、貴方（企業・団体・個人等）におかれましては趣旨にご賛同の上、ご加入頂きたく、

ご案内申し上げます。当面の活動は、ミクロネシア連邦大使館との交流を軸にしながら、ミクロネシア

連邦に縁ある団体や企業、個人をはじめとする多くの方々との交流を進めてまいります。 

設立を記念しての第１回の交流の場として、当会は、同国が対日外交樹立 20 周年を迎える本年、ミ

クロネシア連邦フレンドシップデー「対日外交樹立 20 周年記念国際交流会」を企画し、その開催

に向けて準備致します。 

＜設立趣旨＞ 

当「ミクロネシア連邦との架け橋になる会」（以下、当会）は、南太平洋諸国 13 ヶ国の 

1 国でありますミクロネシア連邦と日本との友好促進を図ることが、両国にとっての共通課題 

や経済的な結びつきの強化に貢献すると信じ、設立致します。 

     同国は、1979 年、憲法が施行され自治政府が発足し、1947 年からのアメリカ合衆国によ

る信託統治から自立して、自立外交をスタートさせました。本年は、対日外交樹立 20 周年を

迎える記念すべき年となりました。そして同国は 1945 年 8 月までの 30 数年間日本の信託統

治領でありました。日系の方々は、３割とも４割とも言われており、大変な親日国です。この様

に日本と非常に縁の深い国家との関係が一層深まることは、両国にとって大変有意義であり、私

たちの願いです。  

         ミクロネシア連邦との架け橋になる会設立 呼掛け人 

森英介(衆議院議員)   千葉滋胤(千葉県商工会議所連合会：千葉商工会議所 会頭) 

     上村茂(NPO ﾐｸﾛﾈｼｱ振興協会 会長)    阿部政宏(専修大学名誉教授 弁護士) 

粟生雄四郎(塚本総業株式会社専務取締役)   岡田勝(千葉県労働者福祉協議会 会長) 

高松祐満(協和海運株式会社 取締役社長)  宇津野和俊(菊川工業株式会社 取締役会長) 

赤田靖英(千葉日報社 取締役社長)    竹谷正之(千葉県経営者協会 専務)  

秋永拓郎(ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦テレコム社 CEO) 川嶋正和(NPO ﾐｸﾛﾈｼｱ振興協会 事務局長)  

中野康男（千葉テレビ株式会社 取締役社長） 

以上 



 

 ミクロネシア連邦との架け橋になる会     

会  則 
 

第１条（名称） 

本会は、ミクロネシア連邦との架け橋になる会と称する。 

  

第２条（事務所） 

本会の事務所は、〒273-0864 千葉県船橋市北本町２丁目４０番地１-９２３号ににおく。 

 

第３条（目的＆事業） 

本会は、ミクロネシア連邦と日本との友好促進を図り、相互交流・理解を通じて両国にとっての

共通課題、人的交流の支援、経済的な結びつきの強化、に貢献することを目的とします。 

① 会は、以下の事業を行う。国際交流会、文化交流、その他 

 

第４条（会員） 

本会は、目的に賛同される個人並びに団体・企業等が参加することが出来る。 

① ただし、会員の推薦を受けなければならない。 

② 会員は氏名、住所、電話・Fax 番号・E メイルの連絡先をと尾録するものとする。 

③ 会は、名簿を保管する。 

 

第 5 条（入会金及び会費） 

   １．会員は、本会を維持運営するために必要な経費を会費として分担しなければならない。 

   ２．会員は、入会金（100 円）及び年会費（500 円）を納めなければならない。 

 

第６条（役員と世話人会） 

   １．本会は、次の世話人をおく。 

（１）代表 1 名、代表代行 1 名、副代表若干名、事務局長 1 名、世話人若干名 
（２）会計監査 1 名以上とし、本会の会計を監査し、世話人を兼ねてはならない。 

２．代表の召集により、必要に応じて、世話人会を開催し、会の運営についての決定を行う、 

 

第７条（総会） 

   １．本会の総会は会員をもって構成し、年 1 回開催する。 

２．総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。 

３．総会では、会則の改正、役員の選任、収支決算、その他必要と認められた事項の承認を行う。 

 

第８条（会計年度） 

   本会の会計年度は、毎年９月 1 日から翌年 8 月 31 日とする。 

 

第９条（ミクロネシア連邦大使館） 

   本会は、ミクロネシア連邦大使館と定期的な意見交換の場を設けることとする。 

 

第 10 条（会員の除名） 

   次に該当する場合は、当会から会員を除名することができる。 

   （１）所定の会費を納めなかったとき 

   （２）会に対する中傷等を行った場合 

第 11 条（付則） 

この会則は、平成 20 年９月１日より施行する。 

 

 

 



＜活動方針 2008.9.1―2009.8.31＞ 

   ○．会の最初の活動として、国際交流会：ゴルフ交流の実施 別紙④参照 

   ○．ミクロネシア連邦大使館との交流会の実施 

   ○．その他、広報活動等他、世話人会にて決めた事柄 

   ○．世話人会は、必要に応じて開催します 

 

 

＜役 員＞ 

代 表    森 英介(衆議院議員) 

代表代行 千葉滋胤(千葉県商工会議所連合会：千葉商工会議所 会頭) 

副代表   上村 茂(NPO ﾐｸﾛﾈｼｱ振興協会 会長) 

副代表   阿部政宏(専修大学名誉教授 弁護士) 

副代表   粟生雄四郎(塚本総業株式会社専務取締役) 

副代表   岡田 勝(千葉県労働者福祉協議会 会長) 

世話人   高松祐満(協和海運株式会社 取締役社長) 

世話人   宇津野和俊(菊川工業株式会社 取締役会長) 

世話人   赤田靖英(千葉日報社 取締役社長) 

世話人   竹谷正之(千葉県経営者協会 専務) 

世話人   秋永拓郎(ﾐｸﾛﾈｼｱ連邦テレコム社 CEO) 

世話人   中野康男(千葉テレビ株式会社 取締役社長) 

世話人／事務局長 川嶋正和(NPO ﾐｸﾛﾈｼｱ振興協会 事務局長) 

会計監査 関口邦興(税理士) 

 

 

        事務局連絡先  〒273-0864 千葉県船橋市北本町 2-40-1-923 

             電話＆FAX：047-423-4273 

             E メイル ：info@amd-fsm.jp 

             事務局長：川嶋正和 事務局：秋村太、遠山勇  

 


